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　登記先例は，歌に似ている。と，ときに感ずることがある。歌と言っても，
歌謡曲やフォーク・ソングのようものではなく，和歌のことである。古代から
現在に至るまで，たくさんの和歌が詠まれ，それらが日本の文化の欠かすこと
ができない要素をなしてきた。とはいえ，その数は膨大であり，時折，それら
から代表的なものを選び，そして並べてみせる，という営みが試みられて，後
代の人々に財産として受け継がれてゆく。万葉集や古今集が編まれたのは，こ
のような狙いによるものであるにちがいない。
　不動産登記に関する先例は，おもに不動産登記制度を所掌する法務省民事局
の局長や課長の通知や回答という形で形成される。不動産登記制度という一つ
の思考体系は，その運用に関する解釈指針を示す登記先例の主要なものが人々
に共有され，そして伝承されてこそ，はじめて実務に活きる。個別の主題に関
し発出された通知や回答などの先例がそうであるし，また，借地借家法の制定
や建物の区分所有等に関する法律の改正など重要な法令の制定改廃に際し発出
された通達は，それらの法律の趣旨に関する主管当局の解釈理解が体系的に述
べられており，それらを知ることも先例というものに触れるときの醍醐味の一
つである。
　これらは，いずれも，司法書士や土地家屋調査士の御仕事をなさる方々にと
って実務上有益であるにちがいない。また，これらの職に就くことを志して勉
強をしておられる皆さんは，先例の趣旨をおぼえるということにとどまらず，
ぜひ先例の原文を読み，精密な理解を心がけて欲しい。
　もっとも，　明治このかた蓄積された登記先例は，古代から詠まれてきた和
歌と同じように，膨大であり，そこでは，やはり万葉集や古今集と同じように，
それらから代表的なものを選び，並べてみせる，という作業が有益である。そ
うして選ばれた多数の先例のなかには，その後の法制の変遷により意義の一部
を喪失していたり，意義が変容していたりするものがあるから，それらの点に
ついて註釈を施すことも望まれるであろう。実際のところ，そのような作業が
望まれてきながら，註釈を添えたハンディな本は，これまであまりない。
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　そして，これらの選定や註釈の作業そのものが，不動産登記制度に関わる思
考体系を構築し，それを更新する所以でもある。
　本書は，このような問題意識から，主要な登記先例を収録するものである。
　どれを収録するかを考えて選び，そして，いくつかの項目にまとめて排列す
る作業は，編者がした。そうして選ばれた先例の一つ一つを丁寧に読み直して，
その後の法制変遷を考慮して現在における意義に関し註釈を施す作業は，東京
法務局城北出張所所長の後藤浩平氏がしてくださった。選ばれた先例の原文は，

『登記関係先例集』および『登記研究』を主に底本とするものであり，本書制
作にあたり，これらを底本とすることを許諾してくださった株式会社テイハン
様に御礼申上げる。
　こうして作られた原稿を精細に校正して入稿し，刊行に達するにあたっては，
有斐閣六法編集部の山下訓正および大森響の両氏に尽力をいただいた。
　本書が，不動産登記制度の運用に携わり，それを用い，あるいはそれを学ぶ
すべての方々に役立つことを願ってやまない。

2013 年 1 月

 山 野 目 章 夫　
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収録する題材の解説・凡例

1　本書の対象　　本書は，不動産登記に関する通達など行政解釈で文書で示され
るもののなかから重要なものを拾って収めるものである。
2　不動産登記制度に関する法令　　したがって，本書は，不動産に関する法令を

収めるものではない。法令を収めることは，いわゆる六法全書など法令集の役割
である。
　とはいえ，通達などの行政解釈の役割を正確に理解するためには，不動産登記
制度に関する法令について最小限の理解をしておくことが求められる。不動産登
記制度は，不動産登記法を中心とする一群の法令により規律される。具体的には，
法令がピラミッドの構造をなしており，その頂点に位置するものが，「不動産登
記法（平成 16 年法律第 123 号）」であることは，いうまでもない。これからあと本
書においては，不動産登記法の規定は，法律名を添えないで，たとえば単に「16
条 1 項」というふうに，引用する場合がある。
　この不動産登記法は，登記手続に関する若干の事項を政令に委任している。そ
の委任事項を定め，また，不動産登記法を実施するために必要な事項を定める政
令が，「不動産登記令（平成 16 年政令第 379 号）」である。本書においては，規定
の引用に際し単に「令」と略称し，たとえば「令 3 条 1 号」などというふうに規
定を引用することとする。不動産登記法が政令に委任する事項で主なものは，申
請の却下事由（25 条 13 号の委任を受け令 20 条）と，申請情報の提供方法ならびに
添付情報およびその提供方法（26 条の委任を受け令 4 条や令 7 条）である。
　そしてさらに，これらの不動産登記法と不動産登記令の運用のため細目的な事
項を定めるものが「不動産登記規則（平成 17 年法務省令第 18 号）」である。本書
においては，このあと規定の引用に際し単に「規則」と略称することとする。不
動産登記規則は，不動産登記法が委任する事項（15 条や 122 条など参照）や不動
産登記令が委任する事項（令 10 条や令 14 条参照）のほか，一般的に不動産登記法
の施行に必要な事項などを定める（令 24 条参照）。

3　通達などの行政解釈の文書の基本的性格　　これらが法令であるが，その解釈
運用については，主管当局が見解を提示することがある。それは法律を誠実に執
行することを職責とする行政府として当然のことであり，日常，さまざまの機会
において行われる。したがって，それに特別の様式はなく，登記官が窓口におい
て口頭で述べることも，行政解釈を伝達する方法である。しかし，そのような一
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時的・個別的なものでなく，一般的な仕方で主管当局が文書で提示する見解は，
そののちも当該見解に則って事案の処理がされるであろうという予測を可能とす
る。
　通達などの行政解釈は，このようなものであるから，法令の下位にある，とい
うよりも，法令とは基本的性格を異にするものである。国民のなかで登記の申請
人になるなどして不動産の登記手続に関わる者は，通達などで示されている行政
解釈の内容を是とする場合は，それに従って事案処理がされるであろうという期
待のもとに手続を進めるであろうし，反対に行政解釈の内容を受け容れ難いと考
える者は，通達などの存在を知ることにより，主管当局の対応を予測することが
でき，そして，予測したうえで，それに従う登記官の処分などに対し審査請求を
したり抗告訴訟を提起したりすることになる。実際にも，登記官の処分の取消訴
訟において裁判所が行政解釈の相当性を否定したことを受けて通達などが変更さ
れることは，ときにみられないではない。
4　通達などの発出者と名宛人　　不動産登記に関する法令の実施は，法務省の所

掌事務であり（法務省設置法 4 条 21 号），その事務は，最終的かつ現実的には，所
掌事務を分掌する法務局または地方法務局が実行する。法務局は，法務省組織令
68 条が定めるところにより全国の主要都市に設けられ，その長は，その管下の
地方法務局の事務執行を指揮監督する権限をも有する。地方法務局は，同令別表
第一の定めるところによる。関東甲信越を例にして読者にイメージを提供すると
するならば，東京法務局は，東京都に置かれ，都内の登記事案を直接に実地処理
する（したがって，東京地方法務局という名称の官署は存在しない）ほか，東京法務
局長は，水戸・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・横浜・新潟・甲府・長野・静岡
の各地方法務局の事務執行を指揮監督する。
　また，法務省本省において不動産登記に関する法令の解釈や実施に関する企画
立案は，民事局が担い（同令 4 条 2 号），現在は，そのなかの民事第二課の所掌と
される（同令 29 条 1 号，かつては民事局第三課とよばれる組織があり，そこが所掌し

た）。
　このような組織態勢であることから，不動産登記に関する法令の解釈に関する
行政解釈は，まず，民事局長または民事第二課長（かつては民事局第三課長，これ

からあとも同じ）から，各法務局長および各地方法務局長に対する通知や，それ
らからの照会に対する回答という仕方で示されることが多い。民事局長と民事第
二課長のいずれが発出者になるかは，内容の重要度による。
　また，それらとは別に，他の府省の関係部局の長や，公私の各種団体からの照
会に対する民事局長または民事第二課長の回答において示されることもある。性
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質上は，これらに含まれるが，法律上の明示の根拠がある特殊なものとして，弁
護士法 23 条の 2 第 2 項に基づく照会に対する回答というものもある。
　ただし，上述のとおり，不動産登記に関する行政解釈を表現する方法に，とく
に定めはなく，不定型のものであるから，ここまでに紹介したものは，実際上多
くみられるものであるというにとどまり，実際には，これらのいずれにも当たら
ないものもみられる。
5　基本通達と個別先例　　民事局長または民事第二課長が示す行政解釈のなかに

は，大きな規模の法令の改廃や新しい制度が創設されたこと，さらに天災地変な
どに際して対処を要する事項が多岐にわたることなどに伴い不動産登記の事務に
関する留意事項を体系的に示す必要がある場合において，それらを示すことを内
容とするものがあり，それらは，基本通達とよばれる。これに対し，個別の事案
において，それを処理するにあたり解釈が示されるものが個別先例である。本書
は，これらを分けて採録し，さらに基本通達の中でも最も基本となる「不動産登
記事務取扱手続準則」を独立して冒頭に掲載する。
6　改正法令の注記と解説　　基本通達であれ，個別先例であれ，日本の不動産登

記制度の創設このかた蓄積されてきた長い歴史がある。そのため，それらのなか
には，発出後の法令の変遷などにより，今日における意義を失っているものもあ
る。また，意義を失っているものでないけれども，それらの先例で引用されてい
る法令の爾後の改廃に伴い，法令の名称や条の異動を織り込んで理解しないと意
義を精確に見定められないものもみられる。とくに，前述 2で紹介した「不動産
登記法（平成 16 年法律第 123 号）」の制定とそれに伴う不動産登記令と不動産登記
規則の制定の前に発出されたものについては，この読替えを施して理解すること
が求められる。その理解を助けるべく，本書では必要に応じて，先例中に現行の
条 文 番 号 を 注 記 す る か，先 例 後 に そ の 先 例 の も つ 現 代 的 意 義 に つ い て
　　　　　　として解説を付してある。これらの注記・解説については，後藤浩
平東京法務局城北出張所所長に全面的にご協力を頂いた。ここに記してお礼申し
上げる。なお，記載の内容について編者が責任をもつことは言うまでもない。
　現行の条文番号を注記するに際して，前述 2で記したように「不動産登記令」
を「令」と，「不動産登記規則」を「規則」と略したほか，下記の【略称解】に
掲げる略語を用いる。ただし，法令名に変更のない場合は，単に［現○○条］と
する。また，たとえば「398 条ノ 2」が現行法上では「398 条の 2」となっている
のみのような場合には注記を付していない。なお，平成 16 年法律第 123 号によ
る全部改正前の「不動産登記法（明治 32 年法律第 24 号）」については逐一注記を
付していない場合もあるから，巻末の「不動産登記法 旧→新 条数対照表」を参
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照されたい。また，　　　　　　中において，「旧法」とはこの全部改正前の不
動産登記法を，「新法」とはこの全部改正後の不動産登記法を指す。
7　原典と加工　　テイハンから刊行されている『登記関係先例集』および『登記

研究』を主な底本とした。出典には，「登記先例追Ⅰ○○頁」「登研○○号○○
頁」の要領で略して掲げることとする。
　ただし，旧字体を新字体に，漢数字の一部を算用数字に改め，通達・通知の項
目番号はゴシック体・太字としている。また，「不動産登記事務取扱手続準則」
においては，項番号を丸数字で示し，第 1 項についても①を補う。
　なお，誤りと思われる箇所は，適宜，訂正を施すものとする。

【略称解】
　　令　　　不動産登記令　　　　　　　　　　担信　　担保付社債信託法
　　規則　　不動産登記規則　　　　　　　　　家事　　家事事件手続法
　　準則　　不動産登記事務取扱手続準則　　　民再　　民事再生法
　　会社　　会社法　　　　　　　　　　　　　法適用　法の適用に関する通則法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　登記先例　　登記関係先例集　「第一編　登記（商業・法人登記を除く）に関する先例」
　　　　上　　　上（1955 年）　　　　　　　　　追Ⅴ　　追加編Ⅴ（1976 年）
　　　　下　　　下（1955 年）　　　　　　　　　追Ⅵ　　追加編Ⅵ（1983 年）
　　　　追Ⅰ　　追加編Ⅰ（1957 年）　　　　　　追Ⅶ　　追加編Ⅶ（1990 年）
　　　　追Ⅱ　　追加編Ⅱ（1960 年）　　　　　　追Ⅷ　　追加編Ⅷ（1997 年）
　　　　追Ⅲ　　追加編Ⅲ（1965 年）　　　　　　追Ⅸ　　追加編Ⅸ（2003 年）
　　　　追Ⅳ　　追加編Ⅳ（1969 年）
　　登研　　　　登記研究
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第 1章　総則

（趣旨）
第 1条　不動産に関する登記事務の取扱
いは，法令に定めるもののほか，この
準則によるものとする。

第 2章　登記所及び登記官

（管轄登記所の指定）
第 2条　不動産の管轄登記所等の指定に
関する省令（昭和 50 年法務省令第 68
号）第 1条に規定する管轄登記所の指
定については，一の登記所は，関係登
記所と協議の上，同条第 1号に掲げる
場合にあっては別記第 1号様式，同条
第 2号に掲げる場合にあっては別記第
1号様式に準ずる様式，その他の場合
にあっては別記第 2号様式による指定
請求書により，それぞれ法務局若しく
は地方法務局の長又は法務大臣に請求
するものとする。
第 3条　法務局又は地方法務局の長が不
動産登記法（平成 16 年法律第 123 号。
以下「法」という。）第 6条第 2項の
規定により当該不動産に関する登記の
事務をつかさどる管轄登記所を指定す
るには，別記第 3号様式による指定書
によりするものとする。
（他の登記所の管轄区域への建物のえ
い行移転の場合）

第 4条①　表題登記がある建物がえい行
移転（建物を取り壊さずに他の土地に

移転することをいう。以下同じ。）に
より甲登記所の管轄区域から乙登記所
の管轄区域に移動した場合における当
該建物の不動産所在事項に関する変更
の登記は，乙登記所が管轄登記所とし
てこれを取り扱うものとする。

②　前項の登記の申請が甲登記所にされ
た場合には，甲登記所の登記官は，乙
登記所に別記第 4号様式による通知書
によりその旨を通知し，両登記所の登
記官は，協力して当該建物の所在が変
更したか否かにつき実地調査をするも
のとする。同項の登記の申請が乙登記
所にされた場合についても，同様とす
る。

③　前項の調査の結果，第 1項の登記の
申請が相当と認められるときは，甲登
記所の登記官は，第 8条の規定により
乙登記所に関係簿書（当該申請書類を
含む。）を引き継ぐものとする。

④　前 2項の規定は，職権で，第 1項の
登記をすべき場合について準用する。
（他の登記所の管轄区域にまたがる場
合の管轄登記所）

第 5条　甲登記所において登記されてい
る建物について，増築若しくは附属建
物の新築がされ，又は乙登記所の管轄
に属する建物をその附属建物とする登
記がされたことにより，当該建物が乙
登記所の管轄区域にまたがることとな
った場合でも，当該建物の管轄登記所
は，甲登記所とする。甲登記所におい
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⑴　元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったときは，
当該根抵当権は，分割の時に存する債権のほか，分割会社及び設立会社
又は承継会社が分割後に取得する債権を担保することとされた（同条第
1項）。

⑵　元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があったときは，当
該根抵当権は，分割の時に存する債務のほか，分割会社及び設立会社又
は承継会社が分割後に負担する債務を担保することとされた（同条第 2
項）。

⑶　⑴及び⑵の場合には，当該根抵当権の設定者は，債務者を分割会社と
する会社分割があり，その債務者が当該根抵当権の設定者であるときを
除き，元本の確定請求をすることができることとされた（同条第 3項，
第 398 条ノ 10［現 398 条の 9］第 3項）。

⑷　⑶の元本の確定請求があったときは，元本は，分割の時に確定したも
のとみなすこととされた（同条第 3項，第 398 条ノ 10［現 398 条の 9］
第 4項）。

⑸　⑶の元本の確定請求は，当該根抵当権の設定者が会社分割があったこ
とを知った日から 2週間又は会社分割の日から 1か月間を経過したとき
は，することができないこととされた（同条第 3項，第 398 条ノ 10
［現 398 条の 9］第 5項）。

2　確定前の根抵当権に関する登記
⑴　根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合
　元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合に
は，当該根抵当権は，1の⑴のとおり，分割会社と設立会社又は承継会
社の準共有になるものとされている。
　この場合の根抵当権の一部移転の登記は，設立会社又は承継会社が登
記権利者，分割会社が登記義務者となって申請する。この場合も，第 2
の 1の⑵及び⑶の取扱いによる。

⑵　債務者を分割会社とする会社分割があった場合
　元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があった場合には，
当該根抵当権は，1の⑵のとおり，分割会社と設立会社又は承継会社を
債務者とする共用根抵当権になるものとされている。

12
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　この場合の根抵当権の変更の登記は，根抵当権者が登記権利者，根抵
当権設定者が登記義務者となって申請する。この場合も，第 2の 1の⑵
及び⑶の取扱いによる。

⑶　その他
　元本の確定前に根抵当権者又は債務者を分割会社とする会社分割があ
った場合には，1の⑴又は⑵のとおり，当該根抵当権は，法律上当然に，
分割会社と設立会社若しくは承継会社の準共有又は分割会社と設立会社
若しくは承継会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている。
　したがって，分割計画書又は分割契約書において当該根抵当権の帰属
や被担保債権の範囲について上記と異なる定めがされている場合であっ
ても，1の⑴又は⑵の登記をいったんした上で，所要の登記をすること
となる。

第 4　会社分割による不動産登記等の登録免許税
1　会社分割の制度の創設に伴い，登録免許税法の一部が改正され，法人の
分割による根抵当権の移転の登記の登録免許税の税率の区分が明らかにさ
れるとともに，船舶の登記，工場財団等各種財団の登記及び動産の抵当権
に関する登記についても，同様の措置が講じられた。

2　また，租税特別措置法の一部改正により，第 80 条の 2［現 81 条］の規定
が新設され，平成 13 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までの間に，設
立会社又は承継会社が会社分割により取得した不動産に関する権利又は船
舶に関する権利の移転の登記を受ける場合には，当該登記に係る登録免許
税の税率が軽減されることとされた。
　この軽減措置の適用を受けるためには，申請書に分割の登記の記載のあ
る設立会社又は承継会社の登記簿の謄本又は抄本［現・登記事項証明書］
を添付する（租税特別措置法施行規則第 30 条の 3［現 31 条］第 1項）。

3　したがって，会社分割による不動産登記の登録免許税の税率は，以下の
とおりである（末尾の括弧内は，租税特別措置法第 80 条の 2［現 81 条］
の規定が適用される場合の軽減税率である。）。
⑴　会社分割による所有権の移転の登記の登録免許税の税率
　登録免許税法別表第一，一，㈡，ニ［現ハ］（その他の原因による移
転の登記）の区分により，1000 分の 50［現 1000 分の 20］（1000 分の 6

12
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現在，全国のすべての登記所がオンライン申請登記所としての指定
を受け，また，共同担保目録に係る事務もすべてコンピュータ化されていること
から，本通達中，登記所がオンライン指定を受けるまでの登記済証の取扱いを定
めた第 1の 4及び 5，共同担保目録に係る事務の取扱いを定めた第 1の 16につ
いては，今日における意義を失っている。

平 17・7・26 民二第 1665 号民事局長通達／登研 693 号 165 頁

有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務
の取扱いについて

　有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17 年法律第 40 号。以下「法」と
いう。）が平成 17 年 8 月 1 日から施行されることとなったところ，これに伴う
不動産登記事務の取扱いについては，下記の点に留意するよう，貴管下登記官
に周知方取り計らい願います。

記
1　組合財産に関する登記
⑴　組合財産の権利の移転の登記
　有限責任事業組合は法人格を有しないため，その組合財産について，
有限責任事業組合名義の登記又は組合員である旨の肩書を付した登記を
することはできない（最高裁昭和 47 年 6 月 2 日第二小法廷判決参照）。

CommentaryCommentary

17

17
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⑵　組合財産の分割禁止の登記
　有限責任事業組合は，民法第 676 条第 2項の規定にかかわらず，共有
物分割禁止の定めの登記をしなければ，清算前に当該組合財産について
分割を求めることができないことを第三者に対抗することができないと
された（法第 74 条第 1項）。
　この登記の申請においては，登記原因を証する情報として，その申請
情報と併せて有限責任事業組合契約登記簿に関する登記事項証明書を提
供しなければならない。

2　登記原因等
　出資による所有権の一部移転の登記の場合の登記原因は，「平成何年何
月何日有限責任事業組合契約に関する法律第 3条第 1項の出資」とし，法
第 74 条の規定に基づく共有物分割禁止の定めに関する登記は，「特約　有
限責任事業組合契約に基づく共有物不分割」とする。

平 17・12・6 民二第 2760 号民事局長通達／登研 696 号 197 頁

不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続
に関する事務の取扱いについて

　不動産登記法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 29 号），不動産登
記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成
17 年政令第 337 号），不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
省令の整備に関する省令（平成 17 年法務省令第 106 号）等が公布され，平成
18 年 1 月 20 日から施行されることとなったところ，これらに伴う筆界特定手
続に関する事務の取扱いについては，下記の点に留意し，事務処理に遺憾のな
いよう，周知方取り計らい願います。
　なお，本通達中，「改正法」とあるのは不動産登記法等の一部を改正する法
律を，「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法（平成 16 年法律第
123 号）を，「令」とあるのは不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備に関する政令による改正後の不動産登記令（平成 16 年政

18
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キニ於テハ申請ノ趣旨如何ニ因リテ主登記或ハ付記登記ヲ以テ変更登記ヲ為
スヘキモノナルヤ

（回答）　本年 10 月 24 日一節 23894 号問合ノ件ハ左ノ通思考ス
第一項　不動産登記法第 114 条ノ登記ハ承役地付キ地役権設定ノ登記ヲ為ス
ト同時ニ要役地ニ付キ之ヲ為スへキモノナルモ要役地カ未登記ナル場合ニ
ハ要役地ニ付テハ其登記ヲ為スコトヲ得ス
第二項　前段御見込ノ通

抵当権が担保する債権について重利の特約がある場合は，その設定の登記
において利息に関する定めとして重利の特約を登記すべきであり，また，
利息を元本に組み入れた場合は債権額を変更する登記をすべきである。

昭 25・10・20 民事甲第 2810 号民事局長通達／登記先例下 1486 頁

重利の特約に基き利息を元本に組入れた場合の権利変更登記に関
し照会の件

　標記の件について，今般別紙甲号の通り日本銀行資金局長から照会があつた
ので，別紙乙号の通り回答したから，この旨貴管下登記官吏に周知方然るべく
取り計らわれたい。右通達する。
（別紙甲号）
　米国対日援助見返資金を私企業に貸付ける場合には，その貸付契約中に「貸
付当日より何箇年以内に利払期日の到来する利息については大蔵大臣は借主の
希望により利息の支払を延期することができる。利息の支払を延期した場合に
は，支払を延期した利息に相当する金額は元金に加算し加算の翌日より利息を
付するものとし，その何分の 1以上に相当する金額を元金の分割償還期日に併
せて支払うものとする」旨の規定を設けることがありますが，右貸付債権に係
る抵当権取得の登記後において右規定に基き利息を元本に組み入れたときは，
左記により取り扱い差支なきや何分の御回答にあずかりたく御照会致します。

記
一，不動産登記法第 31 条第 1項の規定により登記所に抵当権取得の登記を嘱
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託する場合には，右嘱託書に，同法第 117 条にいわゆる利息に関する定とし
て重利規定全文（本文参照）を記載すること。
二，前項の登記後に利息を元本に組み入れたときは，不動産登記法第 31 条第
2項の規定により債権額増額並びに分割弁済期における弁済額の変更等につ
き登記所に対し，権利変更の付記登記を嘱託すること。なおこの場合にはそ
の嘱託書に，登記原因を証する書面が存在しないので嘱託書副本，登記義務
者の承諾書，登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者
の同意を要するときはその同意書並びに登記上利害関係を有する第三者があ
るときはその者の承諾書を添付する。

（別紙乙号）
　昭和 25 年 9 月 28 日付資第 552 号で照会のあつた標記の件については，御意
見の通り取り扱つてさしつかえないものと考える。右回答する。

「不動産登記法第 31 条第 1項」及び「第 2項」は旧法の規定であり，
現行法では 116 条 1 項である。また，「第 117 条」の現行法は 88 条 1 項である。
なお，別紙甲号の記の二においては，「登記原因を証する書面が存在しないので
嘱託書副本，（中略）登記義務者の権利に関する登記済証（中略）を添付する」
ものとされているが，現行法においては旧法における副本の制度が廃止されたこ
とに伴い，登記原因を証する情報（設定契約書等が存在しない場合には，当事者
が作成した報告的な登記原因証明情報）を提供する必要がある。一方，官庁又は
公署が登記権利者となる嘱託登記については，登記義務者の権利に関する登記済
証を提供する必要はない。

民法 375条 1項但書の特別登記は，権利の変更の登記としてすべきである。

昭 27・4・8 民事甲第 396 号民事局長通達／登記先例下 1843 頁

民法第 374条［現 375 条。以下同じ］第 1項但書にいわゆる特別
登記について

　標記の件について，今般別紙甲号の通り株式会社日本興業銀行取締役総務部
長から照会があつたので，別紙乙号の通り回答したから，この旨，貴管下登記

CommentaryCommentary
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不動産登記法　旧→新　条数対照表

　本表は，平成 16 年法律第 123 号による全部改正前の旧不動産登記法に対
応する現行法令の条数を示したものである。
　現行法令欄において単に条数を示しているものは不動産登記法，「令」は
不動産登記令，「規則」は不動産登記規則，「担信」は担保付社債信託法の条
数であり，同じ法令の条数が続くときは「・」で，異なる法令間は「 ，」で
区切る。①②は項，⃞一⃞二は号，〈1〉〈2〉は不動産登記令別表の項，［申］は
同表の申請情報欄，［添］は同表の添付情報欄，「―」は対応する規定がな
いことを表す。

全部改正前 現行法令

21 120・121，令 21 ①，規則
200 ③・201 ③・204 ①

22 規則 31 ①②
23 13
24 規則 30 ③
24 ノ 2 規則 28 ⃞四⃞五
24 ノ 3 14 ④ ⑤ ・120，規 則 30

③・31 ①・32 ①
25 16
25 ノ 2 28
26 17・60
27 63
28 64
28 ノ 2 ―
28 ノ 3 ―
29 115
30 116 ②
31 116，令別表〈73〉［添］

ロ
32 107 ①，令 7 ⃞五 ロ⑵・別

表〈68〉［添］ロ
33 108

全部改正前 現行法令

1 3
2 105
3 ―
4 5 ①
5 5 ②
6 4 ①，規則 2 ①
7 4 ②・106
7 ノ 2 15・122
8 6 ①②
9 7
10 規則 32 ①
11 8
12 9
13 10
14 ―
15 2 ⃞五
16 12・59 ⃞八，規則 4
16 ノ 2 ―
17 14 ①
18 14 ②③
19 ―
20 規則 28 ⃞一-⃞三⃞十
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34 ―
35 18 ⃞二 ・61，令 7 ① ⃞二 ⃞五

ハ②・8 ①柱書
36 18，令 3 ⃞一-⃞三⃞五-⃞八・16

①，規則 34 ①⃞七⃞八・46
37 96，令別表〈64〉［申］
38 59 ⃞五，令 3 ⃞十一ニ
39 59 ⃞四，令 3 ⃞九
39 ノ 2 59 ⃞六，令 3 ⃞十一ニホ
40 ―
41 令別表〈22〉［添］
42 62，令 7 ⃞五イ
43 令別表〈23〉［添］〈24〉

［添］
44 ―
44 ノ 2 ―
45 ―
46 令 4，規則 35
46 ノ 2 59 ⃞七，令 3 ⃞四・7 ⃞三
47 19 ①③，規則 54 ③・56

①②
48 20，規則 58
49 25，令 20
50 29
51 27 ⃞一⃞二・59 ⃞一-⃞四⃞七，規

則 7・89・146
52 規則 147 ①
53 規則 148
54 規則 179 ①
55 規則 179 ②
56 66，令 別 表〈25〉［添］

ロ-ニ〈36〉［添］ニホ，
規則 3 ⃞二柱書

57 規則 150

58 規則 3 ⃞一・150
59 規則 92
59 ノ 2 規則 3 ⃞六⃞九・149・174
60 ―
60 ノ 2 規則 183 ①⃞二
61 117
62 規則 183 ①⃞一
63 67 ①
64 67 ②③
65 67 ④
66 66，令 別 表〈25〉［添］

ロ-ニ〈36〉［添］ニホ，
規則 150

67 72，令 別 表〈27〉［添］
ロ

68 規則 3 ⃞三・155
69 ―
70 ―
71 ―
72 ―
73 ―
74 ―
75 ―
76 規則 5 ②③・7
76 ノ 2 規則 5 ①
77 規則 45
78 27 ⃞三・34 ①
79 34 ②・35
80 36，令別表〈4〉［添］イ

-ハ
81 37・43 ⑥，令別表〈5〉

〈6〉〈11〉［申］ロ［添］
81 ノ 2 39，令 8 ①⃞一②⃞一・別表

〈8〉［申］イ［添］イ〈9〉
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　そして，これらの選定や註釈の作業そのものが，不動産登記制度に関わる思
考体系を構築し，それを更新する所以でもある。
　本書は，このような問題意識から，主要な登記先例を収録するものである。
　どれを収録するかを考えて選び，そして，いくつかの項目にまとめて排列す
る作業は，編者がした。そうして選ばれた先例の一つ一つを丁寧に読み直して，
その後の法制変遷を考慮して現在における意義に関し註釈を施す作業は，東京
法務局城北出張所所長の後藤浩平氏がしてくださった。選ばれた先例の原文は，

『登記関係先例集』および『登記研究』を主に底本とするものであり，本書制
作にあたり，これらを底本とすることを許諾してくださった株式会社テイハン
様に御礼申上げる。
　こうして作られた原稿を精細に校正して入稿し，刊行に達するにあたっては，
有斐閣六法編集部の山下訓正および大森響の両氏に尽力をいただいた。
　本書が，不動産登記制度の運用に携わり，それを用い，あるいはそれを学ぶ
すべての方々に役立つことを願ってやまない。

2013 年 1 月

 山 野 目 章 夫　
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収録する題材の解説・凡例

1　本書の対象　　本書は，不動産登記に関する通達など行政解釈で文書で示され
るもののなかから重要なものを拾って収めるものである。
2　不動産登記制度に関する法令　　したがって，本書は，不動産に関する法令を

収めるものではない。法令を収めることは，いわゆる六法全書など法令集の役割
である。
　とはいえ，通達などの行政解釈の役割を正確に理解するためには，不動産登記
制度に関する法令について最小限の理解をしておくことが求められる。不動産登
記制度は，不動産登記法を中心とする一群の法令により規律される。具体的には，
法令がピラミッドの構造をなしており，その頂点に位置するものが，「不動産登
記法（平成 16 年法律第 123 号）」であることは，いうまでもない。これからあと本
書においては，不動産登記法の規定は，法律名を添えないで，たとえば単に「16
条 1 項」というふうに，引用する場合がある。
　この不動産登記法は，登記手続に関する若干の事項を政令に委任している。そ
の委任事項を定め，また，不動産登記法を実施するために必要な事項を定める政
令が，「不動産登記令（平成 16 年政令第 379 号）」である。本書においては，規定
の引用に際し単に「令」と略称し，たとえば「令 3 条 1 号」などというふうに規
定を引用することとする。不動産登記法が政令に委任する事項で主なものは，申
請の却下事由（25 条 13 号の委任を受け令 20 条）と，申請情報の提供方法ならびに
添付情報およびその提供方法（26 条の委任を受け令 4 条や令 7 条）である。
　そしてさらに，これらの不動産登記法と不動産登記令の運用のため細目的な事
項を定めるものが「不動産登記規則（平成 17 年法務省令第 18 号）」である。本書
においては，このあと規定の引用に際し単に「規則」と略称することとする。不
動産登記規則は，不動産登記法が委任する事項（15 条や 122 条など参照）や不動
産登記令が委任する事項（令 10 条や令 14 条参照）のほか，一般的に不動産登記法
の施行に必要な事項などを定める（令 24 条参照）。

3　通達などの行政解釈の文書の基本的性格　　これらが法令であるが，その解釈
運用については，主管当局が見解を提示することがある。それは法律を誠実に執
行することを職責とする行政府として当然のことであり，日常，さまざまの機会
において行われる。したがって，それに特別の様式はなく，登記官が窓口におい
て口頭で述べることも，行政解釈を伝達する方法である。しかし，そのような一
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時的・個別的なものでなく，一般的な仕方で主管当局が文書で提示する見解は，
そののちも当該見解に則って事案の処理がされるであろうという予測を可能とす
る。
　通達などの行政解釈は，このようなものであるから，法令の下位にある，とい
うよりも，法令とは基本的性格を異にするものである。国民のなかで登記の申請
人になるなどして不動産の登記手続に関わる者は，通達などで示されている行政
解釈の内容を是とする場合は，それに従って事案処理がされるであろうという期
待のもとに手続を進めるであろうし，反対に行政解釈の内容を受け容れ難いと考
える者は，通達などの存在を知ることにより，主管当局の対応を予測することが
でき，そして，予測したうえで，それに従う登記官の処分などに対し審査請求を
したり抗告訴訟を提起したりすることになる。実際にも，登記官の処分の取消訴
訟において裁判所が行政解釈の相当性を否定したことを受けて通達などが変更さ
れることは，ときにみられないではない。
4　通達などの発出者と名宛人　　不動産登記に関する法令の実施は，法務省の所

掌事務であり（法務省設置法 4 条 21 号），その事務は，最終的かつ現実的には，所
掌事務を分掌する法務局または地方法務局が実行する。法務局は，法務省組織令
68 条が定めるところにより全国の主要都市に設けられ，その長は，その管下の
地方法務局の事務執行を指揮監督する権限をも有する。地方法務局は，同令別表
第一の定めるところによる。関東甲信越を例にして読者にイメージを提供すると
するならば，東京法務局は，東京都に置かれ，都内の登記事案を直接に実地処理
する（したがって，東京地方法務局という名称の官署は存在しない）ほか，東京法務
局長は，水戸・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・横浜・新潟・甲府・長野・静岡
の各地方法務局の事務執行を指揮監督する。
　また，法務省本省において不動産登記に関する法令の解釈や実施に関する企画
立案は，民事局が担い（同令 4 条 2 号），現在は，そのなかの民事第二課の所掌と
される（同令 29 条 1 号，かつては民事局第三課とよばれる組織があり，そこが所掌し

た）。
　このような組織態勢であることから，不動産登記に関する法令の解釈に関する
行政解釈は，まず，民事局長または民事第二課長（かつては民事局第三課長，これ

からあとも同じ）から，各法務局長および各地方法務局長に対する通知や，それ
らからの照会に対する回答という仕方で示されることが多い。民事局長と民事第
二課長のいずれが発出者になるかは，内容の重要度による。
　また，それらとは別に，他の府省の関係部局の長や，公私の各種団体からの照
会に対する民事局長または民事第二課長の回答において示されることもある。性
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質上は，これらに含まれるが，法律上の明示の根拠がある特殊なものとして，弁
護士法 23 条の 2 第 2 項に基づく照会に対する回答というものもある。
　ただし，上述のとおり，不動産登記に関する行政解釈を表現する方法に，とく
に定めはなく，不定型のものであるから，ここまでに紹介したものは，実際上多
くみられるものであるというにとどまり，実際には，これらのいずれにも当たら
ないものもみられる。
5　基本通達と個別先例　　民事局長または民事第二課長が示す行政解釈のなかに

は，大きな規模の法令の改廃や新しい制度が創設されたこと，さらに天災地変な
どに際して対処を要する事項が多岐にわたることなどに伴い不動産登記の事務に
関する留意事項を体系的に示す必要がある場合において，それらを示すことを内
容とするものがあり，それらは，基本通達とよばれる。これに対し，個別の事案
において，それを処理するにあたり解釈が示されるものが個別先例である。本書
は，これらを分けて採録し，さらに基本通達の中でも最も基本となる「不動産登
記事務取扱手続準則」を独立して冒頭に掲載する。
6　改正法令の注記と解説　　基本通達であれ，個別先例であれ，日本の不動産登

記制度の創設このかた蓄積されてきた長い歴史がある。そのため，それらのなか
には，発出後の法令の変遷などにより，今日における意義を失っているものもあ
る。また，意義を失っているものでないけれども，それらの先例で引用されてい
る法令の爾後の改廃に伴い，法令の名称や条の異動を織り込んで理解しないと意
義を精確に見定められないものもみられる。とくに，前述 2で紹介した「不動産
登記法（平成 16 年法律第 123 号）」の制定とそれに伴う不動産登記令と不動産登記
規則の制定の前に発出されたものについては，この読替えを施して理解すること
が求められる。その理解を助けるべく，本書では必要に応じて，先例中に現行の
条 文 番 号 を 注 記 す る か，先 例 後 に そ の 先 例 の も つ 現 代 的 意 義 に つ い て
　　　　　　として解説を付してある。これらの注記・解説については，後藤浩
平東京法務局城北出張所所長に全面的にご協力を頂いた。ここに記してお礼申し
上げる。なお，記載の内容について編者が責任をもつことは言うまでもない。
　現行の条文番号を注記するに際して，前述 2で記したように「不動産登記令」
を「令」と，「不動産登記規則」を「規則」と略したほか，下記の【略称解】に
掲げる略語を用いる。ただし，法令名に変更のない場合は，単に［現○○条］と
する。また，たとえば「398 条ノ 2」が現行法上では「398 条の 2」となっている
のみのような場合には注記を付していない。なお，平成 16 年法律第 123 号によ
る全部改正前の「不動産登記法（明治 32 年法律第 24 号）」については逐一注記を
付していない場合もあるから，巻末の「不動産登記法 旧→新 条数対照表」を参
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照されたい。また，　　　　　　中において，「旧法」とはこの全部改正前の不
動産登記法を，「新法」とはこの全部改正後の不動産登記法を指す。
7　原典と加工　　テイハンから刊行されている『登記関係先例集』および『登記

研究』を主な底本とした。出典には，「登記先例追Ⅰ○○頁」「登研○○号○○
頁」の要領で略して掲げることとする。
　ただし，旧字体を新字体に，漢数字の一部を算用数字に改め，通達・通知の項
目番号はゴシック体・太字としている。また，「不動産登記事務取扱手続準則」
においては，項番号を丸数字で示し，第 1 項についても①を補う。
　なお，誤りと思われる箇所は，適宜，訂正を施すものとする。

【略称解】
　　令　　　不動産登記令　　　　　　　　　　担信　　担保付社債信託法
　　規則　　不動産登記規則　　　　　　　　　家事　　家事事件手続法
　　準則　　不動産登記事務取扱手続準則　　　民再　　民事再生法
　　会社　　会社法　　　　　　　　　　　　　法適用　法の適用に関する通則法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　登記先例　　登記関係先例集　「第一編　登記（商業・法人登記を除く）に関する先例」
　　　　上　　　上（1955 年）　　　　　　　　　追Ⅴ　　追加編Ⅴ（1976 年）
　　　　下　　　下（1955 年）　　　　　　　　　追Ⅵ　　追加編Ⅵ（1983 年）
　　　　追Ⅰ　　追加編Ⅰ（1957 年）　　　　　　追Ⅶ　　追加編Ⅶ（1990 年）
　　　　追Ⅱ　　追加編Ⅱ（1960 年）　　　　　　追Ⅷ　　追加編Ⅷ（1997 年）
　　　　追Ⅲ　　追加編Ⅲ（1965 年）　　　　　　追Ⅸ　　追加編Ⅸ（2003 年）
　　　　追Ⅳ　　追加編Ⅳ（1969 年）
　　登研　　　　登記研究
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第 1章　総則

（趣旨）
第 1条　不動産に関する登記事務の取扱
いは，法令に定めるもののほか，この
準則によるものとする。

第 2章　登記所及び登記官

（管轄登記所の指定）
第 2条　不動産の管轄登記所等の指定に
関する省令（昭和 50 年法務省令第 68
号）第 1条に規定する管轄登記所の指
定については，一の登記所は，関係登
記所と協議の上，同条第 1号に掲げる
場合にあっては別記第 1号様式，同条
第 2号に掲げる場合にあっては別記第
1号様式に準ずる様式，その他の場合
にあっては別記第 2号様式による指定
請求書により，それぞれ法務局若しく
は地方法務局の長又は法務大臣に請求
するものとする。
第 3条　法務局又は地方法務局の長が不
動産登記法（平成 16 年法律第 123 号。
以下「法」という。）第 6条第 2項の
規定により当該不動産に関する登記の
事務をつかさどる管轄登記所を指定す
るには，別記第 3号様式による指定書
によりするものとする。
（他の登記所の管轄区域への建物のえ
い行移転の場合）

第 4条①　表題登記がある建物がえい行
移転（建物を取り壊さずに他の土地に

移転することをいう。以下同じ。）に
より甲登記所の管轄区域から乙登記所
の管轄区域に移動した場合における当
該建物の不動産所在事項に関する変更
の登記は，乙登記所が管轄登記所とし
てこれを取り扱うものとする。

②　前項の登記の申請が甲登記所にされ
た場合には，甲登記所の登記官は，乙
登記所に別記第 4号様式による通知書
によりその旨を通知し，両登記所の登
記官は，協力して当該建物の所在が変
更したか否かにつき実地調査をするも
のとする。同項の登記の申請が乙登記
所にされた場合についても，同様とす
る。

③　前項の調査の結果，第 1項の登記の
申請が相当と認められるときは，甲登
記所の登記官は，第 8条の規定により
乙登記所に関係簿書（当該申請書類を
含む。）を引き継ぐものとする。

④　前 2項の規定は，職権で，第 1項の
登記をすべき場合について準用する。
（他の登記所の管轄区域にまたがる場
合の管轄登記所）

第 5条　甲登記所において登記されてい
る建物について，増築若しくは附属建
物の新築がされ，又は乙登記所の管轄
に属する建物をその附属建物とする登
記がされたことにより，当該建物が乙
登記所の管轄区域にまたがることとな
った場合でも，当該建物の管轄登記所
は，甲登記所とする。甲登記所におい
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⑴　元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったときは，
当該根抵当権は，分割の時に存する債権のほか，分割会社及び設立会社
又は承継会社が分割後に取得する債権を担保することとされた（同条第
1項）。

⑵　元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があったときは，当
該根抵当権は，分割の時に存する債務のほか，分割会社及び設立会社又
は承継会社が分割後に負担する債務を担保することとされた（同条第 2
項）。

⑶　⑴及び⑵の場合には，当該根抵当権の設定者は，債務者を分割会社と
する会社分割があり，その債務者が当該根抵当権の設定者であるときを
除き，元本の確定請求をすることができることとされた（同条第 3項，
第 398 条ノ 10［現 398 条の 9］第 3項）。

⑷　⑶の元本の確定請求があったときは，元本は，分割の時に確定したも
のとみなすこととされた（同条第 3項，第 398 条ノ 10［現 398 条の 9］
第 4項）。

⑸　⑶の元本の確定請求は，当該根抵当権の設定者が会社分割があったこ
とを知った日から 2週間又は会社分割の日から 1か月間を経過したとき
は，することができないこととされた（同条第 3項，第 398 条ノ 10
［現 398 条の 9］第 5項）。

2　確定前の根抵当権に関する登記
⑴　根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合
　元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合に
は，当該根抵当権は，1の⑴のとおり，分割会社と設立会社又は承継会
社の準共有になるものとされている。
　この場合の根抵当権の一部移転の登記は，設立会社又は承継会社が登
記権利者，分割会社が登記義務者となって申請する。この場合も，第 2
の 1の⑵及び⑶の取扱いによる。

⑵　債務者を分割会社とする会社分割があった場合
　元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があった場合には，
当該根抵当権は，1の⑵のとおり，分割会社と設立会社又は承継会社を
債務者とする共用根抵当権になるものとされている。

12
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　この場合の根抵当権の変更の登記は，根抵当権者が登記権利者，根抵
当権設定者が登記義務者となって申請する。この場合も，第 2の 1の⑵
及び⑶の取扱いによる。

⑶　その他
　元本の確定前に根抵当権者又は債務者を分割会社とする会社分割があ
った場合には，1の⑴又は⑵のとおり，当該根抵当権は，法律上当然に，
分割会社と設立会社若しくは承継会社の準共有又は分割会社と設立会社
若しくは承継会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている。
　したがって，分割計画書又は分割契約書において当該根抵当権の帰属
や被担保債権の範囲について上記と異なる定めがされている場合であっ
ても，1の⑴又は⑵の登記をいったんした上で，所要の登記をすること
となる。

第 4　会社分割による不動産登記等の登録免許税
1　会社分割の制度の創設に伴い，登録免許税法の一部が改正され，法人の
分割による根抵当権の移転の登記の登録免許税の税率の区分が明らかにさ
れるとともに，船舶の登記，工場財団等各種財団の登記及び動産の抵当権
に関する登記についても，同様の措置が講じられた。

2　また，租税特別措置法の一部改正により，第 80 条の 2［現 81 条］の規定
が新設され，平成 13 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までの間に，設
立会社又は承継会社が会社分割により取得した不動産に関する権利又は船
舶に関する権利の移転の登記を受ける場合には，当該登記に係る登録免許
税の税率が軽減されることとされた。
　この軽減措置の適用を受けるためには，申請書に分割の登記の記載のあ
る設立会社又は承継会社の登記簿の謄本又は抄本［現・登記事項証明書］
を添付する（租税特別措置法施行規則第 30 条の 3［現 31 条］第 1項）。

3　したがって，会社分割による不動産登記の登録免許税の税率は，以下の
とおりである（末尾の括弧内は，租税特別措置法第 80 条の 2［現 81 条］
の規定が適用される場合の軽減税率である。）。
⑴　会社分割による所有権の移転の登記の登録免許税の税率
　登録免許税法別表第一，一，㈡，ニ［現ハ］（その他の原因による移
転の登記）の区分により，1000 分の 50［現 1000 分の 20］（1000 分の 6

12
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現在，全国のすべての登記所がオンライン申請登記所としての指定
を受け，また，共同担保目録に係る事務もすべてコンピュータ化されていること
から，本通達中，登記所がオンライン指定を受けるまでの登記済証の取扱いを定
めた第 1の 4及び 5，共同担保目録に係る事務の取扱いを定めた第 1の 16につ
いては，今日における意義を失っている。

平 17・7・26 民二第 1665 号民事局長通達／登研 693 号 165 頁

有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務
の取扱いについて

　有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17 年法律第 40 号。以下「法」と
いう。）が平成 17 年 8 月 1 日から施行されることとなったところ，これに伴う
不動産登記事務の取扱いについては，下記の点に留意するよう，貴管下登記官
に周知方取り計らい願います。

記
1　組合財産に関する登記
⑴　組合財産の権利の移転の登記
　有限責任事業組合は法人格を有しないため，その組合財産について，
有限責任事業組合名義の登記又は組合員である旨の肩書を付した登記を
することはできない（最高裁昭和 47 年 6 月 2 日第二小法廷判決参照）。

CommentaryCommentary

17

17



　　195

⑵　組合財産の分割禁止の登記
　有限責任事業組合は，民法第 676 条第 2項の規定にかかわらず，共有
物分割禁止の定めの登記をしなければ，清算前に当該組合財産について
分割を求めることができないことを第三者に対抗することができないと
された（法第 74 条第 1項）。
　この登記の申請においては，登記原因を証する情報として，その申請
情報と併せて有限責任事業組合契約登記簿に関する登記事項証明書を提
供しなければならない。

2　登記原因等
　出資による所有権の一部移転の登記の場合の登記原因は，「平成何年何
月何日有限責任事業組合契約に関する法律第 3条第 1項の出資」とし，法
第 74 条の規定に基づく共有物分割禁止の定めに関する登記は，「特約　有
限責任事業組合契約に基づく共有物不分割」とする。

平 17・12・6 民二第 2760 号民事局長通達／登研 696 号 197 頁

不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続
に関する事務の取扱いについて

　不動産登記法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 29 号），不動産登
記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成
17 年政令第 337 号），不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
省令の整備に関する省令（平成 17 年法務省令第 106 号）等が公布され，平成
18 年 1 月 20 日から施行されることとなったところ，これらに伴う筆界特定手
続に関する事務の取扱いについては，下記の点に留意し，事務処理に遺憾のな
いよう，周知方取り計らい願います。
　なお，本通達中，「改正法」とあるのは不動産登記法等の一部を改正する法
律を，「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法（平成 16 年法律第
123 号）を，「令」とあるのは不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備に関する政令による改正後の不動産登記令（平成 16 年政

18
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キニ於テハ申請ノ趣旨如何ニ因リテ主登記或ハ付記登記ヲ以テ変更登記ヲ為
スヘキモノナルヤ

（回答）　本年 10 月 24 日一節 23894 号問合ノ件ハ左ノ通思考ス
第一項　不動産登記法第 114 条ノ登記ハ承役地付キ地役権設定ノ登記ヲ為ス
ト同時ニ要役地ニ付キ之ヲ為スへキモノナルモ要役地カ未登記ナル場合ニ
ハ要役地ニ付テハ其登記ヲ為スコトヲ得ス
第二項　前段御見込ノ通

抵当権が担保する債権について重利の特約がある場合は，その設定の登記
において利息に関する定めとして重利の特約を登記すべきであり，また，
利息を元本に組み入れた場合は債権額を変更する登記をすべきである。

昭 25・10・20 民事甲第 2810 号民事局長通達／登記先例下 1486 頁

重利の特約に基き利息を元本に組入れた場合の権利変更登記に関
し照会の件

　標記の件について，今般別紙甲号の通り日本銀行資金局長から照会があつた
ので，別紙乙号の通り回答したから，この旨貴管下登記官吏に周知方然るべく
取り計らわれたい。右通達する。
（別紙甲号）
　米国対日援助見返資金を私企業に貸付ける場合には，その貸付契約中に「貸
付当日より何箇年以内に利払期日の到来する利息については大蔵大臣は借主の
希望により利息の支払を延期することができる。利息の支払を延期した場合に
は，支払を延期した利息に相当する金額は元金に加算し加算の翌日より利息を
付するものとし，その何分の 1以上に相当する金額を元金の分割償還期日に併
せて支払うものとする」旨の規定を設けることがありますが，右貸付債権に係
る抵当権取得の登記後において右規定に基き利息を元本に組み入れたときは，
左記により取り扱い差支なきや何分の御回答にあずかりたく御照会致します。

記
一，不動産登記法第 31 条第 1項の規定により登記所に抵当権取得の登記を嘱
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託する場合には，右嘱託書に，同法第 117 条にいわゆる利息に関する定とし
て重利規定全文（本文参照）を記載すること。
二，前項の登記後に利息を元本に組み入れたときは，不動産登記法第 31 条第
2項の規定により債権額増額並びに分割弁済期における弁済額の変更等につ
き登記所に対し，権利変更の付記登記を嘱託すること。なおこの場合にはそ
の嘱託書に，登記原因を証する書面が存在しないので嘱託書副本，登記義務
者の承諾書，登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者
の同意を要するときはその同意書並びに登記上利害関係を有する第三者があ
るときはその者の承諾書を添付する。

（別紙乙号）
　昭和 25 年 9 月 28 日付資第 552 号で照会のあつた標記の件については，御意
見の通り取り扱つてさしつかえないものと考える。右回答する。

「不動産登記法第 31 条第 1項」及び「第 2項」は旧法の規定であり，
現行法では 116 条 1 項である。また，「第 117 条」の現行法は 88 条 1 項である。
なお，別紙甲号の記の二においては，「登記原因を証する書面が存在しないので
嘱託書副本，（中略）登記義務者の権利に関する登記済証（中略）を添付する」
ものとされているが，現行法においては旧法における副本の制度が廃止されたこ
とに伴い，登記原因を証する情報（設定契約書等が存在しない場合には，当事者
が作成した報告的な登記原因証明情報）を提供する必要がある。一方，官庁又は
公署が登記権利者となる嘱託登記については，登記義務者の権利に関する登記済
証を提供する必要はない。

民法 375条 1項但書の特別登記は，権利の変更の登記としてすべきである。

昭 27・4・8 民事甲第 396 号民事局長通達／登記先例下 1843 頁

民法第 374条［現 375 条。以下同じ］第 1項但書にいわゆる特別
登記について

　標記の件について，今般別紙甲号の通り株式会社日本興業銀行取締役総務部
長から照会があつたので，別紙乙号の通り回答したから，この旨，貴管下登記

CommentaryCommentary
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不動産登記法　旧→新　条数対照表

　本表は，平成 16 年法律第 123 号による全部改正前の旧不動産登記法に対
応する現行法令の条数を示したものである。
　現行法令欄において単に条数を示しているものは不動産登記法，「令」は
不動産登記令，「規則」は不動産登記規則，「担信」は担保付社債信託法の条
数であり，同じ法令の条数が続くときは「・」で，異なる法令間は「 ，」で
区切る。①②は項，⃞一⃞二は号，〈1〉〈2〉は不動産登記令別表の項，［申］は
同表の申請情報欄，［添］は同表の添付情報欄，「―」は対応する規定がな
いことを表す。

全部改正前 現行法令

21 120・121，令 21 ①，規則
200 ③・201 ③・204 ①

22 規則 31 ①②
23 13
24 規則 30 ③
24 ノ 2 規則 28 ⃞四⃞五
24 ノ 3 14 ④ ⑤ ・120，規 則 30

③・31 ①・32 ①
25 16
25 ノ 2 28
26 17・60
27 63
28 64
28 ノ 2 ―
28 ノ 3 ―
29 115
30 116 ②
31 116，令別表〈73〉［添］

ロ
32 107 ①，令 7 ⃞五 ロ⑵・別

表〈68〉［添］ロ
33 108

全部改正前 現行法令

1 3
2 105
3 ―
4 5 ①
5 5 ②
6 4 ①，規則 2 ①
7 4 ②・106
7 ノ 2 15・122
8 6 ①②
9 7
10 規則 32 ①
11 8
12 9
13 10
14 ―
15 2 ⃞五
16 12・59 ⃞八，規則 4
16 ノ 2 ―
17 14 ①
18 14 ②③
19 ―
20 規則 28 ⃞一-⃞三⃞十
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34 ―
35 18 ⃞二 ・61，令 7 ① ⃞二 ⃞五

ハ②・8 ①柱書
36 18，令 3 ⃞一-⃞三⃞五-⃞八・16

①，規則 34 ①⃞七⃞八・46
37 96，令別表〈64〉［申］
38 59 ⃞五，令 3 ⃞十一ニ
39 59 ⃞四，令 3 ⃞九
39 ノ 2 59 ⃞六，令 3 ⃞十一ニホ
40 ―
41 令別表〈22〉［添］
42 62，令 7 ⃞五イ
43 令別表〈23〉［添］〈24〉

［添］
44 ―
44 ノ 2 ―
45 ―
46 令 4，規則 35
46 ノ 2 59 ⃞七，令 3 ⃞四・7 ⃞三
47 19 ①③，規則 54 ③・56

①②
48 20，規則 58
49 25，令 20
50 29
51 27 ⃞一⃞二・59 ⃞一-⃞四⃞七，規

則 7・89・146
52 規則 147 ①
53 規則 148
54 規則 179 ①
55 規則 179 ②
56 66，令 別 表〈25〉［添］

ロ-ニ〈36〉［添］ニホ，
規則 3 ⃞二柱書

57 規則 150

58 規則 3 ⃞一・150
59 規則 92
59 ノ 2 規則 3 ⃞六⃞九・149・174
60 ―
60 ノ 2 規則 183 ①⃞二
61 117
62 規則 183 ①⃞一
63 67 ①
64 67 ②③
65 67 ④
66 66，令 別 表〈25〉［添］

ロ-ニ〈36〉［添］ニホ，
規則 150

67 72，令 別 表〈27〉［添］
ロ

68 規則 3 ⃞三・155
69 ―
70 ―
71 ―
72 ―
73 ―
74 ―
75 ―
76 規則 5 ②③・7
76 ノ 2 規則 5 ①
77 規則 45
78 27 ⃞三・34 ①
79 34 ②・35
80 36，令別表〈4〉［添］イ

-ハ
81 37・43 ⑥，令別表〈5〉

〈6〉〈11〉［申］ロ［添］
81 ノ 2 39，令 8 ①⃞一②⃞一・別表

〈8〉［申］イ［添］イ〈9〉
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